
① 12 月議会・岡本かずえ議員・岩井よしえ議員の一般質問から ②自動交付機が消えた

岡本かずえ議員は、①人口定住策と雇用

促進住宅問題について、②ふれあい教室の

整備について、③新斎場には｢宿泊｣ができ

る設備を、の 3 点の質問を行いました。そ
のうちの｢新斎場｣と｢ふれあい教室｣の質問

答弁要約を掲載します。

新斎場には宿泊ができる施設に。

裾野市の斎場は昭和 50 年に作られ、39
年が経っています。施設の老朽化と、最近

の葬送需要への対応などから、斎場の建て

替えの検討をしてきました。

この間、斎場建設を長泉町と広域で整備

することの働きかけが行われ、共同整備に

ついての基本方針が示されました。

岡本かずえ議員の

一般質問から

現裾野市斎場に共同整備をします。施設

の概要は、火葬炉は最大 6基、告別室 3室、
待合室 5室などとなり、概算整備費は 17億
円～ 20 億円(※全国の同規模の施設の整備
費用を参考）となっています。

新施設の運用は平成 33年度を予定されて
います。施設の概要を見ていただくと分か

るように、新斎場も現斎場と同じく、夜間

の使用はできません。

12 月議会の一般質問で、最近の葬儀では
直葬(ちょくそう)も増え、また葬祭費用の

心配から、公営の斎場で通夜から火葬まで

一連のお別れを行いたいというニーズがあ

る、新斎場で対応できないかと要求しまし

た。

市の答弁は、｢社会環境が変化しても、葬

儀は民間で滞りなく行われている。現時点

では、火葬時におけるお見送り施設として

の充実を図る。宿泊ができる施設として整

備する予定はない｣と言うものでした。

現時点では、｢葬儀は民間｣の意向が強い

事が分かりましたが、ぜひ裾野市、長泉町

の住民のみなさんの意見を聞き、｢心ゆくま

でお別れができ、誰もが利用しやすい施設｣

(整備に関する基本方針・新斎場の望ましい

姿より)になることが望まれます。

引き続き頑張ります。みなさまのご意見
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お寄せください。

ふれあい教室の整備について

現在のふれあい教室(不登校などの児童・

生徒が学校生活への復帰を目指す適応指導

教室)は駅西区画整理事業区域内の仮設住宅

にありますが、利用期間は来年７月までと

のこと。７月以降のふれあい教室はどうな

るのか伺いました。

教育長の答弁は、ふれあい教室として適

している民間賃貸住宅などを７月までに探

す予定とのことでした。そうなると、ふれ

あい教室が３度目の引っ越しをする事にな

ります。

今年の４月に「富士市教育プラザ｣がオー

プンしました。青少年教育センター、青少

年相談センター、特別支援教育センター、

教育研修センターの４つのセンターが入っ

た教育複合施設です。

青少年相談センターの中にふれあい教室

と同じ｢ステップスクール・ふじ｣が入って

います。

引き続き質問の中で、ふれあい教室が引

っ越しを繰り返さなくてもいいように、裾

野市でもふれあい教室や学びの森、若者た

ちの相談事業などを一緒にした複合施設の

整備を提案しました。

また総合教育会議(首長と教育委員会で構

成)で不登校問題を論議されたか伺ったとこ

ろ、来年１月に第２回の総合教育会議を開

催し、いじめ・不登校問題を議題として提

案予定とのことでした。

岩井よしえ議員は、①マイナンバー制度

について、②幼児施設の整備について、③

歩行者の安全確保のため、横断歩道脳の設

置を、の 3 点の質問を行いました。そのう
ち、｢マイナンバー制度｣に関しての質問・

答弁の要旨と関連して｢住基カードのなれの

果ての現状｣を掲載します。

マイナンバー制度について

マイナンバー制度についてはこれまでも、

その導入目的が国民への管理・監視を強め、

所得や資産を掌握することで税金の徴収強

化や社会保険料の負担増をするとともに、

社会保障削減の手段にしようとしているこ

と、そして個人情報の漏洩が危惧されると

して反対をし、皆様にもお伝えしてきまし

た。しかし、この制度が国の事業であり、28
年 1 月から本格スタートすることから、マ
イナンバー制度に関わり起きているさまざ

まな問題に対して、市民のリスクを減らす

岩井よしえ議員の

一般質問から



ための取組みなど質問いたしました。

「個人番号カード」申請は、希望者

のみで任意であることの周知徹底を
市では、11 月中に 1 回目の通知カード配達
が終了しました。それに伴い、｢個人番号カ

ード｣の申請が始まっているところです。市

や国は｢個人番号カード｣を持つことを推奨

していますが、申請は任意です。この間、

マイナンバー関連で不審電話やメールなど

の事案が多発し、現金をだまし取られる事

件も発生しています。今後起こりうる事案

を考えた時に、｢個人番号カードの申請をし

たか、しないと罪になる。マイナンバーの

手続きをしないと年金が貰えなくなる｣など

高齢世帯を狙った犯罪が増えることが懸念

されます。市民を守る地方自治体の姿勢と

して、申請が任意であることの周知は十分

にすべきと考えます。市からは、窓口、電

話等での問い合わせには、｢強制するもので

はありません｣と案内しており、今後、誤解

が生じないよう、広報活動を行いたいとの

答弁をいただきました。

住基カード 国民総番号制の先駆けとも言

われ、個人情報漏洩問題など様々な議論が

起こる中、2002 年小泉政権下で導入された
住民基本台帳ネットワークシステム(通称：

住基ネット)。マイナンバー制度開始に伴い、

住基カード新規発行を今年末で終了するこ

とになりました。(現在、カードを持ってい

る人は、住基カードの有効期間内であれば、

個人番号カード申請しなくても、平成 28年
1月以降も利用可能)
住基ネットは、電子自治体の実現を目指し、

住基カード新規発行終了

普及率はたったの５%だった
2,000億円の税金無駄遣い

住民票コードをベースに様々な行政手続き

や納税が電子化され、パスポートなどの申

請で住民票の写しを提出省略、年金の現況

確認届けの省略、住民票の広域交付など、

将来はハンコが要らなくなる、政策決定プ

ロセスの透明化が高まる、｢ 510億円のコス
ト削減効果｣がある、などとのふれこみで実

施されたものでした。しかし、13 年の間に
2,000億円以上もかけたといわれるこの制度
の普及率は、成人人口の 5 ％ほどでしかな
かったことがわかっています。まさに税金

の無駄遣いです。

ところが、この制度への反省もないまま新

たに導入されるのがマイナンバー制度です。

マイナンバーの導入には、初期費用だけで

住基ネットの数倍となる約 2,700 億円もの
費用がかかると推定されています。運営費

は年間 200 億～ 300 億円といわれており、
｢ IT業界を儲けさせるだけ｣という批判もあ
ります。管理は住基ネットを運用する｢地方

自治情報センター｣を格上げして設立される

「地方公共団体情報システム機構」が担い、

早くも天下り問題を指摘するメディアもあ

ります。

また、住基ネットの情報は、氏名、生年月

日、性別、住所に留まり、閲覧も役所内部

に限定することを前提としており、普及率

こんなうたい文句で始めた

住基カードだが!!



を見ても大きな個人情報漏洩問題が起きな

かったといえるのではないでしょうか。。し

かし、マイナンバーは、多岐にわたる情報

が共通の番号で管理され、施行から 3 年後
をメドに、民間での利用も視野に利用範囲

の拡大が検討されようとしており、個人情

報の漏洩、詐欺などの犯罪に巻き込まれる

リスクの拡大が懸念されます。

税金の徴収強化や社会保険料の負担増

を目的に、国民の大切な税金を無駄に使い、

その上、反省もしない、誰も責任を取らな

い今の政治に強い怒りを感じます。

生涯学習センター

の交付機がこの 9
月に廃止されたの

に続き、28 年 7 月
には市役所にある 2
台の交付機が廃止

されます。それま

では市民カードや

住基カードで今ま

でと同じように交

付が受けられます。

この交付機は補修などの保障期間が過ぎて

おり、更新して設置はせず、コンビニ交付

に切り替えるとのことです。しかし、コン

ビニ交付が利用できるのは、個人番号カー

ドを持つ人だけです。また、市では誤記入

など防ぐために、個人番号記載の証明書発

行は、窓口のみで、利用目的を確認し必要

であると判断できた時、記載をしたものを

発行します。しかし、コンビニ交付では、

番号記載の有無についての確認はされるよ

うですが、本人の判断でされることで、情

なぜ自動交付機なくすの?

サービス低下につながらな

いよう 自動交付機更新を

報の漏洩にもつながることが考えられます。

市は、自動交付機のリース、定期保守契約

もない状態で稼働しておりトラブル続きで

市民の皆様にご迷惑をおかけしている状態

なのでこれ以上の期間延長は無理。コンビ

ニ交付の契約も締結済みであり困難、との

答弁でしたが、市民の利便性、安全性を考

えても早めの対策が必要です。

憲法９条を守り、民主主義を取

り戻す・裾野・総がかり行動を

市内各所でやっています 見か

けたら応援をお願いします

マイナンバー先進導入国・韓国の

現状をＤＶＤで見る会

日時： 12 月 20 日(日)午前 10 時・ 11 時
場所：生涯学習センター 2階視聴覚室

入場・視聴無料

高齢者医療費助成制度

申請を忘れないように
受付機関は 1 月 6 日(水)～ 29 日(金)です
必要なもの

★医療費の領収書(原本) ★後期高齢者医

療費被保険者証 ★対象者名義の預金通帳

★ハンコ(認め印可) ★重度障害者医療費

助成金受給者証(お持ちの方のみ)


